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短期入所生活介護施設重要事項説明書 

（令和 7 年 4 月１日現在） 

 

１．施設が提供するサービスについての相談窓口 

電話 ０４２－３７４－２５９０（9：00～18：00） 

担当 生 活 相 談 員  嶋村 淳  小池 聡美  坂下 玲奈 

介護支援専門員  中野  純子 

    

２．特別養護老人ホーム 和光園の概要 

（１）名称・所在地等 

事業所番号  １３７５０００３０２ 

   施 設 名 称  特別養護老人ホーム和光園 

   所 在 地  東京都多摩市和田１５３２番地 

 

（２）施設の設備等の概要 

定員    ４名 （空床利用 ５ 名） 

居室、食堂、機能訓練室、医務室、静養室、相談室、談話室（喫茶コーナー）、売店、 

浴室（一般浴槽・機械浴槽） 

 

 

（３）職員配置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．サービス内容 

（１）施設サービス計画の作成      （５）生活相談 

（２）食事               （６）健康管理  

（３）入浴               （７）理美容サービス         

（４）機能訓練             （８）趣味活動              等

 

 

 

 常勤（兼務） 非常勤 計 

施 設 長 １名  ―  1 名  

副 施 設 長 １名  ―  1 名  

医 師 1 名  2 名  3 名  

生 活 相 談 員 3 名  ―  2 名  

介護支援専門員 ３名  ―  3 名  

機 能 訓 練 員 ２名  ―  2 名  

看護師・准看護師 4 名  5 名  9 名  

介
護
職
員 

介護福祉士 35 名  ６名  41 名  

その他 ４名  ８名  1２名  

管理栄養士・栄養士 3 名  ―  3 名  
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４．利用料金（単位円） 

（１）基本料金 

①施設利用料金（1日あたりの目安料金） 

 

※自己負担分は介保険負担割合証に応じて利用料の１割・２割・3 割となります。 

※①は、基本利用料に機能訓練体制加算、サービス提供体制強化加算Ⅰ、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、 

夜勤職員配置加算Ⅲ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ、介護職員等ベースアッ 

プ等支援加算を含みます。 

※要支援のご利用者様につきましては看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅲは含みません。 

※療養食加算（医師の発行する食事箋に基づき提供された特別な場合）は１食あたり約１０円の 

負担増になります。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて自己負担額を変更します。  

 

 

②食費と居住費 

※ 介護保険負担限度額に該当される方は１段階から３段階それぞれの食費、居住費料金となります。 

※ 食費内訳（朝食：４５０円  昼食：８００円  夕食：６００円） 

 

③送 迎 費  片道につき ２２２円（介護保険適用時１割負担の場合） 

（送迎地域 → 多摩市全域及び日野市、府中市、八王子市の一部地域） 

  

 

 

 

 

 

 

 
個室・多床室ともに 

利用料 自己負担１割の方 自己負担２割の方 自己負担３割の方 

要支援１ ５８８６円 ５８９円 １１７８円 １７６６円 

要支援２ ７２１３円 ７２２円 １４４３円 ２１６４円 

要介護１ ８０６２円 ８０７円 １６１３円 ２４１９円 

要介護２ ８８９９円 ８９０円 １７８０円 ２６７０円 

要介護３ ９７８１円 ９７９円 １９５７円 ２９３５円 

要介護４ １０６１８円 １０６２円 ２１２４円 ３１８６円 

要介護５ １１４５６円 １１４６円 ２２９２円 ３４３７円 

 第４段階 第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階 

食  費 １,８５０円 １,３００円 １,０００円 ６００円 ３００円 

居住費（多床室） ９１５円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ０円 

居住費（個 室） １,２３１円 ８８０円 ８８０円 ４８０円 ３８０円 
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（２）その他の料金  

介護保険外サービス費用については別表１．に定めた通りとする。 

別表１．介護保険外サービス費用（自費分）一覧表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）キャンセル料 

入所前にご利用者様のご都合でサービスを中止する場合、下記キャンセル料がかかります。 

①入所日の前日午後 5 時までにご連絡いただいた場合   無料 

   ②入所日の前日午後 5 時までにご連絡いただけない場合 

       ⇒1 日の利用料（※送迎費も含む）と入所日の食費（昼食料金￥750）と居住費 

 

（４）利用中の中止 

   利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 

   ※以下の場合には、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

   ・利用者が中途退所を希望した場合。 

・入所日に体調が悪くなった場合、短期入所生活介護の継続が困難になったとき。 

   ・他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合。 

・また施設において感染症および集団感染が発症している場合は、ご予約を取り消して頂くことが

あります。 

（５）ご利用料の支払方法 

   ご利用料につきましては、ご利用月の翌月請求とさせていただきます。ご利用月の翌月に請求書を 

項  目 内     容 料  金 

理 美 容 代 理美容に関する費用 実 費 

日 用 品 費 
利用者の希望によって施設が提供する 

日用品費 
実 費 

買い物付添サービス 
利用者の希望によって施設が提供する買い物付

添サービスに係る費用 
１回 500円 

買い物代行サービス 
利用者の希望によって施設が提供する買い物代

行サービスに係る費用 
１回 200円 

ク ラ ブ 材 料 費 
生花・茶道・書道・手芸・折紙等の 

材料費、お菓子代等 
実費相当 

行 事 食 バイキング等の通常のお食事以外の特別食 
通常のお食事代に

100 円上乗せ 

外 出 付 添 サ ー ビ ス 

利用者の希望によって施設が提供する 

外出時等付添サービスに係る費用 

※勤務状況により対応できない場合もあり 

30 分 

（1,000 円～） 

私 物 の 電 気 代 
利用者の電気製品持込による使用 

(電気毛布・電気シーツ・温冷庫等） 
1 日 50円 

テ レ ビ レ ン タ ル 代 テレビの貸し出し（電気代含む） １日 100円 

嗜 好 品 
食事以外で、希望されて個人別に楽しまれる嗜

好品(おやつ、栄養補助食品等)。 
実 費 

業者への委託する費用 クリーニング、食事の出前 実 費 
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発行させて頂きますので、請求書に記載されております、お支払日までに以下のお支払方法にて 

お支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 

 

＜銀行口座からの引き落とし＞ 

ご登録いただきました銀行口座から指定日にご利用料金を引き落としさせていただきます。 

 

 

 

5．サービス利用方法  

（１）サービスの利用申し込み 

電話等でお申し込みください。ご利用期間決定の後、契約を結びます。なお、ご利用の予約は利用

日の２ヶ月前からできます。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

 

（２）サービス利用契約の終了 

  ①利用者のご都合でサービス利用契約を終了する場合、実際に短期入所生活介護を利用中でなければ、

文書でのお申し出によりいつでも解約できます。この場合、その後の契約は無効となります。 

  ②自動終了 

以下の場合は双方の通知がなくても自動的に契約を終了し、予約は無効となります。 

   ・利用者が他の介護保険施設に入所された場合。 

   ・利用者の要支援、要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。 

   ・利用者が死亡された場合。 

・サービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず１４

日以内に支払われない場合。 

・利用者やご家族などが当施設や当施設の従業者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を

行った場合は退所して頂く場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知い

たします。 
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６．当施設のサービスの特徴等 

（１）運営の方針 

法人の基本理念「和の精神と人間愛」、「人間の尊厳」に基づき、心豊かなゆとりのあるシニア

ライフの実現を共通目標とする。このため、利用者の充実した日常生活がはかれる場として、家

庭的な雰囲気にひたれるホームづくりを目指す。特に、一人ひとりのニーズに的確に応える個別

処遇をすすめていくことに努めていきます。 

 

（２）施設利用に当たっての留意事項 

・面会         ９時より 18 時まで面会簿に記帳の上可能 

・外出         事前に書面にて届けていただき、許可の上可能 

・飲酒、喫煙      利用者の体調等を勘案の上一定の場所で可能 

・金銭、貴重品の管理   一定の条件にて施設代行 

・所持品の持込     利用者占有スペース等の範囲にて可能 

・施設外での受診    相談の上可能 

・食べ物の持ち込みについては、フロアー職員に事前に必ず申し出てください。 

・感染予防の為、風邪、インフルエンザなどに罹患されている方や、その他体調がすぐれない方の

面会はご遠慮ください。 

・携帯電話の破損、故障等については責任を負いかねますのでご了承ください。 

・ペットの施設内への入園はご遠慮頂いております。 

 

７．秘密保持の厳守 

 （１）施設および職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当

な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 （２）施設は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個人

情報を提供しません。 

８．身体拘束の禁止 

原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者およびご家族へ十

分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由について記録します。 

 

９．緊急時の対応方法 

（１）利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の方

に速やかに連絡いたします。園内で対応困難な場合、救急車により搬送いたします。 

（２）身元引受人またはご家族と連絡が取れない場合には、施設長判断でご利用者の安全を第一として

救急対応または入院対応を行う場合がございます。 
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緊急連絡先 

 

 

 
 
10．非常災害対策 

・防災時の対応  自動火災報知設備、有人による１１９番通報並びに避避難導、および和光園自衛
消防隊による初期対応 

・防災設備    スプリンクラー、非常警報設備（直接通報装置）、消火器屋内消火栓、避難器具 

・防災訓練    毎月の防災訓練実施（一部地震対策含む） 

・防火管理者   福祉課 野際 雄一  

11．サービス内容に関する相談・苦情 

 （１）当施設利用者相談・苦情担当 

    担 当 生活相談員 介護支援専門員 

    電 話 ０４２－３７４－２５９０ 

 

（２）その他 

当施設以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受付けています。 

多摩市 介護保険課 

電 話 ０４２－３３８－６９０１（直通） 

東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談担当窓口 

電 話 ０３－６２３８―０１７７ 

① 
ふ り が な 

氏 名 

 

 

 
続  柄 

 

 

住  所 
 

電話番号 
 

メールアドレス （自宅）             (携帯) 

② 
ふ り が な 

氏 名 

 

 

 
続  柄 

 

 

住  所 
 

電話番号 
 

メールアドレス （自宅）             (携帯) 
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12．当法人の概要 

   名称・法人種別    社会福祉法人 大和会 

   代表者役職・氏名   理事長 湖山 泰成 

本部所在地・電話番号 東京都多摩市和田１５４７番地 

            ０４２－３７６－３５５５ 

施設等   

特別養護老人ホーム（愛生苑・和光園）          ２ヶ所 

短期入所生活介護 （愛生苑・和光園）          ２ヶ所 

ケアハウス    （愛生苑）              １ヶ所 

通所介護     （和光園ケアセンター）        １ヶ所 

訪問介護     （和光園ケアセンター）        １ヶ所 

認知症対応型通所介護事業（和光園ケアセンター）     １ヶ所  

居宅介護支援   （和光園ケアセンター）         １ヶ所 

包括支援センター  （多摩市西部地域包括支援センター）  １ヶ所 

診療所      （和光園）               １ヶ所 

保育園      （やまと保育園）           １ヶ所 

多摩市立第二小学校学童クラブ                          １ヶ所 

                 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

短期入所生活介護提供にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

      事業所 

        所在地  東京都多摩市和田１５３２番地 

        名 称  社 会 福 祉 法 人  大和会  

特別養護老人ホーム  和光園       印 

 

        説明者  相談員  

             氏 名                  印 

 

  

契約書及び本書面により、事業者から短期入所生活介護についての重要事項の説明を受けました。 

 

利 用 者    住 所 

 

氏 名                  印 

  

     身元引受人  住 所 

 

                     氏 名                  印 


